-------------------------
規則
-------------------------
児童福祉法第56条第２項の規定による費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成29年　月　日
高知県知事　尾﨑　正直
高知県規則第　号
児童福祉法第56条第２項の規定による費用の徴収に関す
る規則の一部を改正する規則
児童福祉法第56条第２項の規定による費用の徴収に関する規則（昭和43年高知県規則第38号）の一部を次のように改正する。
別表第１の表中
	「
	
	
	

	
	対象収入等による階層区分
	障害児入所施設及び法第27条第２項に規定する措置に係る指定医療機関
	」

	
	
	
	


を
	「
	
	
	

	
	対象収入等による階層区分
	障害児入所施設及び法第27条第２項に規定する措置に係る指定発達支援医療機関
	」

	
	
	
	


に改め、同表備考４中「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に改める。
別表第２備考３中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に、「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に改め、同表備考４中「情緒障害児短期治療施設通所部」を「児童心理治療施設通所部」に改める。
附　則
　この規則は、平成29年４月１日から施行する。
規　則
◎児童福祉法第56条第２項の規定による費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則
